
令和元年版 犯罪白書の概要
ー平成の刑事政策ー

刑法犯 認知件数・検挙人員・検挙率の推移

窃盗 認知件数の推移（手口別）
刑法犯
認知件数：平成14年(285万4,061件)

をピークに16年連続で減少。30年
も戦後最少を更新

検挙率：平成期前半で低下傾向，後
半で上昇傾向

罪名別：7～8割（平成期）は窃盗

刑法犯

窃盗
平成15年から大幅に減少し，30年も

戦後最少を更新

空き巣：14年をピークに減少（30年
はピーク時の6分の1以下）

オートバイ盗:13年から大幅に減少
(30年はピーク時(元年)の約18分の1)

万引き：22年から減少
ひったくり:14年をピークに大幅に減少

(30年はピーク時の27分の1以下)
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特別法犯 検察庁新規受理人員の推移

特殊詐欺 認知件数・検挙件数の推移

その他の刑法犯 認知件数の推移（罪名・罪種別）

犯罪対策

その他の刑法犯
認知件数：平成期での増減の幅がとり

わけ大きかったのは器物損壊。3年
から11年までは，横領が詐欺や器
物損壊を上回っていた

傷害：20年以降，2万件台で推移

暴行：18年以降，高止まり

脅迫:24年に急増。その後も増加傾向。た
だし,30年(3,498件)は前年比9.2%減

強制性交等：16年以降，減少傾向。29
年から増加し，30年(1,307件)は前年
比17.9%増

強制わいせつ：26年以降，減少

特殊詐欺

認知件数：平成23年から増加。ただ
し,30年は減少（前年比9.4%減）

検挙件数：30年も増加（前年比
11.1%増）

振り込め詐欺以外の特殊詐欺：認知件
数・検挙件数共に前年より減少

特別法犯
平成期では12年から減少傾向にあり，

30年も昭和24年以降最少を更新
道交違反を除く特別法犯では，平成

19年をピークに減少傾向にあったが，
30年は増加

児童買春・児童ポルノ禁止法違反:24年
以降増加（30年は前年比16.3%増）

大麻取締法違反：25年から増加。30年
は平成期で最多

銃刀法違反：緩やかに増加。24年以降は
おおむね横ばい(30年は前年比3.5%増)

■ 背景

平成期前半の犯罪情勢悪化
（刑法犯認知件数は14年に280万件超）

■ 平成15年 犯罪対策閣僚会議

「犯罪に強い社会の実現のための行動計画
ー「世界一安全な国，日本」の復活を目指してー」

●「平穏な暮らしを脅かす身近な犯罪の抑止」
地域連帯の再生と安全で安心なまちづくりの実現，犯罪被害者の保護等

●「社会全体で取り組む少年犯罪の抑止」
少年犯罪への厳正・的確な対応，少年を非行から守るための関係機関の連携強化等

●「国境を越える脅威への対応」
水際における監視，取締りの推進，不法入国・不法滞在対策等の推進等

●「組織犯罪等からの経済，社会の防護」
組織犯罪対策，暴力団対策の推進，薬物乱用，銃器犯罪のない社会の実現等

●「治安回復のための基盤整備」
刑務所等矯正施設の過剰収容の解消と矯正処遇の強化，更生保護制度の充実強化等

■ その後の動向

● 犯罪情勢は一定程度改善
（刑法犯認知件数は15年以降減少）

● 20年 犯罪対策閣僚会議
「犯罪に強い社会の実現のための行動

計画2008」策定
→「犯罪者を生まない社会の構築」

（刑務所出所者等の再犯防止）等
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過失運転致死傷等・危険運転致死傷 検挙人員の推移

道交違反 取締件数（送致件数）の推移

交通犯罪

覚せい剤取締法違反 検挙人員の推移 薬物犯罪
覚せい剤取締法違反

平成９年(1万9,937人)に平成期最多と
なり，13年以降は減少傾向。平成期は毎
年１万人を超える状況が継続(30年は前年
比2.5%減)。年齢層別では，全体に高齢
化（50歳以上の年齢層の30年の検挙人員
(2,615人)は元年(1,635人)の約1.6倍）

※ 平成30年検挙人員
大麻取締法違反：3,762人(26年から

毎年増加)
麻薬取締法違反:528人(前年比23人増)

あへん法違反：2人(前年比10人減)

毒劇法違反：226人（前年比3.8%減）

危険ドラッグ:396人(前年比39.2%減)

平成期のピーク（19,937）

① 過失運転致死傷等 ② 危険運転致死傷

ピーク時(平成4年)の
4分の1以下

交通事故

発生件数：平成期に入っても増加し続け，16
年(95万2,720件)にピークを迎え，その後
一貫して減少（30年(43万601件)は元年
(66万1,363件)の約3分の2）

死亡者数：平成期を通じて減少傾向（30年
(3,532人)は元年(1万1,086人)の約3分の1）

過失運転致死傷等：平成11年・12年に急増。
16年(90万119人)をピークに，17年から一貫
して減少。30年は42万4,337人(前年比8.7%
減)。うち致死事件は2,973人（前年比179人
減）

危険運転致死傷：27年以降は600人前後で推移。
30年は606人(前年比7.2%減)。うち致死事件
は37人（前年比５人増）
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道交違反
平成12年から一貫して減少（30年は

ピーク時(4年の117万2,677件)の4分の
1以下）

無免許運転：10年以降，減少(30年は元
年(15万4,367件)の約８分の１)

酒気帯び・酒酔い：12年に急減し，そ
の後も減少（30年は平成期最多の９
年(34万3,593件)の約13分の１）

速度超過：15年以降，減少（30年は
平成期最多の５年(49万3,989件)の
5分の1以下)
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刑法犯 配偶者間事案の検挙件数の推移（罪名別）

児童虐待
検挙件数・人員：平成20年前後は緩やかな増

加傾向。26年以降，大きく増加
罪名別：暴行が顕著に増加

加害者：父親等の割合が73.9％と高い。実親
が総数の68.6％を占める（30年）

児童虐待防止法

・児童虐待の禁止，被害児童の保護のための措置
（12年成立）

・国・地方公共団体の責務拡充（16年改正）
・臨検捜索制度の創設（19年改正）
・接近禁止命令の対象拡大（29年改正）
・親権者の体罰の禁止（令和元年改正）

児童虐待に係る事件 検挙件数・検挙人員の推移（罪名別）

ストーカー事案の検挙件数の推移（罪名別）

配偶者間暴力
検挙件数：平成11年頃以降，増加傾向。特に

24年・26年は前年より大幅に増加（傷害・
暴行・脅迫の件数が増加）

被害者：平成期を通じて総数の約７割～約９
割が女性（殺人・放火は５割弱～７割弱）。
30年は約９割が女性

ストーカー犯罪
ストーカー規制法違反（検挙件数）：

平成24年以降，著しく増加
30年は870件（23年の約4.2倍）

他法令（検挙件数）：
24年以降，1,500件を超えて推移
30年は1,594件（23年の約2.0倍）

ストーカー規制法

・警告・禁止命令等の制度の創設，相手方の援助
の措置（12年成立）

・規制対象行為が拡大（25年・28年改正）
・ストーカー行為罪の非親告罪化，法定刑引上げ

（28年改正）

配偶者暴力防止法

・保護命令制度の創設（13年成立）
・暴力の定義の拡大，保護命令制度の拡充（16年

改正）
・保護命令制度の更なる拡充（19年改正）
・生活の本拠を共にする交際相手による暴力にも

準用（25年改正）
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平成元年の
約11.9倍



少年による特別法犯 検挙人員の推移

少年による刑法犯 非行少年率の推移

② 刑法犯

少年による刑法犯等 検挙人員・人口比の推移

② 出生年別のピーク

① 刑法犯・危険運転致死傷・過失運転致死傷等

① 世代別

少年による刑法犯等
検挙人員：昭和期に三つの大きな波が

見られたが，平成期は一時的な増加
を除き（8年～10年，13年～15年），
減少傾向。30年は戦後最少を更新
（刑法犯等は前年比11.6%減）

人口比：検挙人員と同様に低下傾向
（30年は平成期のピークである15年
の約５分の１）。刑法犯は，成人人
口比に比して高いが，その差は減少
傾向

年齢層別動向：昭和46年以降，年少少
年の人口比が最も高かったが，平成
28年以降は中間少年が最も高い

※ 平成30年検挙人員（人口比）
年長少年：7,287人（297.6）
中間少年：9,179人（393.3）
年少少年：7,023人（315.0）
触法少年：6,969人（162.6）

非行少年率：平成７年～12年生の世代
が，全世代の中で一貫して低い。昭
和61年生以降，各出生年のピーク時
の同率は低下傾向

少年による特別法犯
昭和58年をピークとして，平成３年

から18年にかけて大きく減少。30年は
戦後最少を更新（前年比13.6%減）

薬物犯罪の人員が５年前後に著しく
減少。18年以降，軽犯罪法違反が特別
法犯の中で最も多い
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ぐ犯少年
平成期では，元年をピークとして７

年まで減少。17年以降も減少傾向が続
き，30年は182人（元年比90.6%減）

女子比は，平成期を通じて41～61%
台の間を推移（30年は41.8%）

※ 世代別の「非行少年率」は，各世代について，当時における各年
齢の者10万人当たりの刑法犯検挙（補導）人員をいう。

※ 出生年別のピークの「非行少年率」は，各出生年について，刑法
犯検挙（補導）人員のピーク時における年齢の者10万人当たりの
刑法犯検挙（補導）人員をいう。



刑法犯 検挙人員（年齢層別）・高齢者率の推移（総数・女性別）

外国人による刑法犯 検挙件数・検挙人員の推移 外国人犯罪
刑法犯検挙件数：平成前期に急増。

17年(4万3,622件)をピークに減
少傾向（30年は１万5,549件)

５年以降，来日外国人がその
他の外国人を上回る

※ 平成30年検挙件数
来日外国人：9,573件
その他の外国人：5,976件

罪名別（刑法犯検挙件数）：来日外
国人では，元年・15年・30年いず
れも窃盗が60%以上。傷害・暴行
は増加傾向

罪名別（特別法犯検挙件数）：来日
外国人では，入管法違反が多い
（約3分の2）

高齢者犯罪
高齢者の刑法犯検挙人員：平成20年

(4万8,805人)をピークに高止まり
（30年は元年の約6.8倍）。うち，
70歳以上の者は高齢者の検挙人員の
70.1％を占めた

女性高齢者の刑法犯検挙人員：
24年(1万6,503人)をピークに高止
まり（30年は元年の約5.7倍）。う
ち，70歳以上の者は，高齢者の検挙
人員の76.8％を占めた

罪名別：全年齢層に比べて，窃盗の割
合が高い（30年は71.1％）
特に，女性は約９割が窃盗（その大
部分が万引き）

【参考】
総人口に占める65歳以上の
高齢者人口の割合

平成元年･･･11.6％
平成15年･･･19.0％
平成30年･･･28.1％

（総務省統計局の人口資料による）
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① 総数

② 女性



起訴・不起訴人員等の推移

裁判確定人員の推移（裁判内容別）

② 道交違反を除く特別法犯① 刑法犯
検察
検察庁新規受理人員：平成18

年まで200万人超。その後漸
減(30年はピーク時の約半数)

起訴人員：刑法犯は19年以降
減少。道交違反を除く特別法
犯も18年以降減少傾向

起訴率：元年をピークに低下傾
向（30年は元年比40.8pt
低下）。略式命令請求人員の
減少も影響

裁判
総数：平成元年から11年まで

100万人以上。12年以降減
少（30年は元年の約５分の
１）

死刑確定者：16年～21年，
23,24年は年間10人以上

無期懲役確定者：15年～18年
の間は100人以上

有期懲役・有期禁錮：17年か
ら減少傾向（30年は元年比
17.8%減）

罰金確定者：減少傾向（30年
は元年比81.3%減）
※ 道交違反の略式手続にかかる人

員の減少が影響

無罪確定者：３年が最多。ただ
し，総数に占める割合は，
30年が最も高い（３年
0.016%，30年0.045%）

■ 平成22年
検察の在り方検討会議

→ 平成23年 提言
「検察の再生に向けて」

■ 平成26年 法制審議会 答申

■ 平成28年 刑事訴訟法等の一部を改正する法律
（平成28年法律第54号）

① 取調べの録音・録画制度の導入
② 合意制度の導入
③ 刑事免責制度の導入
④ 通信傍受の対象犯罪の拡大，手続の合理化・効率化
⑤ 被疑者国選弁護制度の対象事件の拡大
⑥ 証拠の一覧表の交付手続の導入
⑦ ビデオリンク方式による証人尋問の拡充 等
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時代に即した新たな刑事司法制度



裁判員裁判・裁判官裁判別の科刑状況別構成比（罪名別）

第一審新規受理人員
（裁判員裁判対象事件）

総数：平成30年は1,090人
(22年ピーク時の約6割の水準)

罪名別（制度開始～30年）：強盗
致傷（23.4%），殺人
（21.8%），現住建造物等
放火（9.9%）の順

裁判員裁判
殺人：３年以下の刑期の構成比

が，裁判官裁判よりも8.6pt
高い（特に，保護観察付全部
執行猶予は4.4pt高い）

強盗致傷：５年以下の刑期の構
成比は，裁判官裁判よりも
5.6pt低い

傷害致死：３年以下の刑期の構
成比は，裁判官裁判よりも
2.8pt 高いが，５年以下では
10.2pt，７年以下では
11.6pt ずつ低い

強姦致死傷：５年以下の刑期の
構成比は，裁判官裁判よりも
10.4pt，７年以下では
13.7pt 低い

※ 事件数，裁判時期が異なることに留意

■ 社会的な要請

「事前規制型」社会から
「事後監視・救済型」社会へ

■ 平成13年 司法制度改革推進法の成立
→ 平成14年 司法制度改革推進計画

● 裁判の迅速化（平成15年「裁判の迅速化に関する法律」）
第一審の訴訟手続を２年以内のできるだけ短い期間内に終局させることを目指す。

● 総合法律支援の実施・体制の整備（平成16年「総合法律支援法」）
日本司法支援センター（法テラス）が相談窓口となり，法的紛争解決に役立つ情報

提供業務，民事法律扶助業務，国選弁護人の確保業務や犯罪被害者支援業務等を行う。

● 刑事司法制度改革（平成16年「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」）
公判前整理手続，即決裁判手続，被疑者勾留段階における国選弁護人制度，検察審

査会の一定の議決により公訴が提起される制度等を導入する。

● 裁判員制度の導入（平成16年「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」）
刑事裁判において一般の国民が裁判官とともに裁判内容の決定に関与する制度（裁

判員制度）を導入する。

■ 平成11年
司法制度改革審議会の設置

<意見書（三本柱）>
● 国民の期待に応える司法制度の構築

（制度的基盤の整備）

● 司法制度を支える法曹の在り方の改革
（人的基盤の拡充）

● 国民的基盤の確立
（国民の司法参加）
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司法制度改革・裁判員制度導入



刑事施設の収容率の推移 入所受刑者の人員・人口比の推移

出所受刑者人員・仮釈放率の推移

保護観察開始人員・全部執行猶予者の保護観察率の推移

処遇の充実

既決

全体

未決 57.1

63.3

32.6

■ 刑事収容施設法の施行
← 平成15年 行刑改革会議提言

● 監獄法の全面改正
● 被収容者等の権利義務関係，職員

の権限等の明確化
● 基本理念は受刑者の改善更生，円

滑な社会復帰を図ること
● 処遇の個別化の原則
● 「矯正処遇」と特別改善指導（各

種プログラム）の実施 等

■ 新少年院法
少年鑑別所法の施行

← 平成22年
少年矯正を考える有識者会議提言

● 特性に応じた処遇の実施（院）
● 人権尊重と適正な処遇の実施（院）
● 社会に開かれた施設運営（院）等
▲専門的知識・技術に基づいた鑑別(鑑)
▲ 健全育成に配慮した観護処遇（鑑）
▲ 地域における非行及び犯罪の防止に

関する援助（鑑）等

■ 更生保護法等の施行
← 平成18年 更生保護のあり方を

考える有識者会議報告書

●更生保護の目的として再犯防止を明記
● 遵守事項の整理・充実化
● 犯罪被害者等が関与する制度の導入
● 生活環境の調整の充実
● 保護観察官と保護司の役割に関する

規定の整備 等

矯 正（成 人） 矯 正（少 年） 更 生 保 護
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年齢層別（入所）：高齢者の増加（元年315人→30
年2,222人）

帰住先別（出所）：元年・15年・30年の比較では，
仮釈放者は各年とも父母の占める割合が多い。満
期釈放者等は，その他の占める割合が高い（30
年は４割以上）

矯正（成人）
収容率：平成5年から14年に大幅に上昇。13年から

18年まで100%を超えていたが，17年から低下
入所受刑者人員：平成期では，18年(3万3,032人)を

ピークとして減少。30年は戦後最少を更新（前年
比5.5%減）

更生保護
仮釈放率：平成17年から低下し，

22年（49.1%）に最低。その後
上昇し，30年は平成期で最も高
い

保護観察開始人員（仮釈放者）：
平成期では，16年(1万6,690人)
をピークとして，その後減少
（30年は前年比3.6%減）

全部執行猶予者の保護観察率：元
年～20年まで低下傾向。21年～
27年に上昇したが，その後再び
低下

特別調整（※）：終結人員は24年度
から増加傾向。30年度は減少
（698人）

※ 21年４月から，法務省が，厚生労働省と連携して，
高齢又は障害を有し，かつ，適当な帰住先がない受刑
者及び少年院在院者について，釈放後速やかに適切な
介護，医療，年金等の福祉サービスを受けることがで
きるようにするための取組として実施。



少年鑑別所入所者の人員（男女別）・女子比の推移

少年院入院者の人員（男女別）・女子比の推移

少年の保護観察開始人員の推移

少年鑑別所
入所人員：平成期では，15年

(2万3,063人)をピークとし
て減少（30年はピーク時の
３分の１以下）

非行名別：30年男子は元年・
15年に比して，詐欺の占め
る割合が高い（12.9%，元
年比12.5pt上昇）。30年女
子は元年・15年に比して，
ぐ犯の占める割合が低い
(13.4%,元年比33.0pt低下)

退所事由別：元年，15年，30
年では，いずれも保護観察，
少年院送致の順に高い

地域援助
少年鑑別所が機関等からの依頼に基づき実施した

地域援助の件数は30年も増加（29年6,235件→30年7,760件）

修学支援の充実
再犯防止推進計画の重点課題の一つ。修学支援ハンドブックや

修学支援デスクの整備，高卒認定試験受験指導モデル庁（13庁）
の指定等を実施

保護観察所
開始人員(保護観察処分少年)：

平成期では，２年(7万3,779
人)をピークとして減少。８
年～10年にやや増加したが，
その後も減少

年齢層別：元年・15年・30年
で見ると，各年とも18,19歳
の構成比が最も高い。少年院
仮退院者では，20歳以上の
占める構成比が上昇(30年は
25.7%，元年比12.7pt上昇)

就学・就労状況別（終了時）：
30年は，有職又は学生・生
徒である者が，無職の者と比
べて，良好措置による保護観
察終了の割合が著しく高い

少年院
入院人員：平成初期は減少傾向

にあったが，８年から増加。
12年(6,052人)を平成期の
ピークとして減少傾向（30
年は前年比1.8%減）

不良集団関係別：不良集団関係
のない者の構成比が高くなっ
た（元年４割強→30年約６
割）

引受人別：実父母である者の構
成比が低くなった（元年及び
15年は男子で４割強，女子
で３割強→30年は男子で
24.7%，女子で14.7%）

社会貢献活動の実施
平成27年６月から，成人を含めた保護観察処遇の一環として実

施。30年度は1,343回実施され，延べ人員として，1,221人の保護
観察処分少年，258人の少年院仮退院者が参加

10



出所受刑者の出所事由別再入率

出所受刑者の出所事由別再入率の推移

再犯防止対策

■ 再犯防止推進法（平成28年12月施行）･･･再犯の防止等に関する施策に関し，基本理念を定め，

国及び地方公共団体の責務を明らかにし，再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定める。

→同法に基づき「再犯防止推進計画」（平成29年12月）が決定

刑法犯 検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移

再入者率・再入率
再入者人員：平成18年(1万6,528

人)をピークに減少傾向(30年は
１万902人で前年比5.0％減)

再入者率：16年～28年は毎年上昇
（30年は59.7％で前年比0.3pt上
昇)

出所事由別再入率：満期釈放者は，
仮釈放者と比べて相当高い

５年以内再入率：平成26年出所受刑
者では約４割の者が５年以内に再
入所。うち約半数が２年以内に再
入所

10年以内再入率：21年出所受刑者
のうち満期釈放者では56.0％，仮
釈放者では35.5％

20年以内再入率：11年出所受刑者で
は出所年を含む５年以内で著しく上
昇。その後の曲線の傾きは緩やか

再犯者率
再犯者人員：平成18年(14万9,164人)をピ

ークに漸減傾向（30年は18年と比べて
32.6％減）

初犯者人員：16年(25万30人)をピークに減
少（30年は16年と比べて57.8％減）

再犯者率：９年以降，一貫して上昇（30年
は平成期で最も高い48.8％）

② 10年以内① ５年以内

③ 20年以内

① ２年以内 ② ５年以内

●「犯罪に強い社会の実現のための行動計画－「世界一安全な国、日本」の復活を目指してー」(平成15年)
平穏な暮らしを脅かす身近な犯罪の抑止等を重点課題として掲げ，政府が取り組むべき具体的施策を示す。

●「再犯防止に向けた総合対策」（平成24年）
重点施策として，①対象者の特性に応じた指導・支援の強化 ②社会における『居場所』と『出番』の創出，③再犯

の実態等の調査・分析，効果的な対策の検討・実施 ④国民に理解され，支えられた社会復帰の実現を掲げ，向こう10年
間で達成すべき数値目標も定める。
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犯 罪 対 策 閣 僚 会 議

出所事由別再入率の推移：総数の2
年以内再入率(23.4%)及び５年以内
再入率(46.9%)は平成11年をピー
クに低下傾向

総数の２年以内再入率は，22年
以降は20％を下回る



被害態様別被害率（過去５年間）の経年比較

全犯罪

自動車損壊

自転車盗

人が被害者となった刑法犯 認知件数・被害発生率（男女別）の推移

強制性交等・強制わいせつ 認知件数・被害発生率の推移

人が被害者となった刑法犯
認知件数・被害発生率共に，平成期に入り

増加・上昇傾向にあったが，14年(認知件
数：248万6,055件，被害発生率：1,950.1)
をピークに減少・低下し続けている

男性の被害発生率は，いずれの年も女性の
２倍以上

通常第一審における被害者参加制度の実施状況の推移

犯罪被害者保護

■社会的な要請

被害者等の精神面・
生活面・経済面等の
援助の必要性

■被害者等通知制度の開始（平成11年）

■犯罪被害者保護二法（平成12年）
･･･被害者等による意見陳述／公判記録の閲覧・謄写制度 等

■犯罪被害者等基本法（平成16年）→犯罪被害者等基本計画
･･･被害者参加制度導入／損害賠償命令制度導入／犯罪被害給付制度拡充 等

強制性交等・強制わいせつ
いずれも平成期に入り増加傾向であったが，15年(強制性交等：2,472件，強制わいせつ：1万29

件)をピークにおおむね減少傾向（いずれも，30年の認知件数は15年の約２分の１）

被害態様別被害率
全犯罪：平成16年調査から低下傾向。31年調

査では，23.8％（前回比10.5pt低下）
自動車損壊・自転車盗：比較的被害率が高い

が，16年調査から低下傾向
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※ ( )内は，被害者参加が許可された被害者等のうち，裁判員の参加する合議体において審理及び裁判された
事件における延べ人員



犯罪者処遇の概要
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［裁判］
・裁判確定人員 前年比7.8％減（平成元年の約５分の１）
・裁判員裁判 第一審判決人員 1,027人
・全部執行猶予者の保護観察率 7.8％（前年比0.3pt低下）

［矯正・更生保護］
・入所受刑者人員 前年比5.5％減（戦後最少を更新）
・刑事施設の年末収容人員 ４万4,186人（受刑者，前年末比5.4％減）

収容率（既決）63.3％（前年末比3.6pt低下） 女性は，75.6％
・仮釈放率 58.5％（前年比0.5pt上昇） 平成期で最も高い



非行少年処遇の概要
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［検挙人員］
・刑法犯 ３万458人（前年比13.2％減，平成16年以降減少し続ける）

窃盗 １万8,059人，殺人 38人
人口比では，成人の約1.6倍と高い

・特別法犯 4,354人（前年比13.6％減，24年から減少）
薬物犯罪は減少傾向であるが大麻取締法違反（422人）は５年連続で増加

［少年院入院者］ 2,108人（前年比1.8％減，13年から減少傾向） うち女子175人
年少（14歳以上16歳未満）11.4％ 中間（16歳以上18歳未満）36.5％
年長（18歳以上20歳未満）52.1％



４年３月 暴力団対策法施行

４年７月 麻薬特例法施行

11年11月 児童買春・児童ポルノ禁止法施行

12年２月 組織的犯罪処罰法施行

12年５月 犯罪被害者保護二法成立（被害者等の意見陳述制度，ビデオリンク

方式等導入）（13年６月全面施行）

12年７月 不正アクセス禁止法全面施行

12年11月 ストーカー規制法施行

13年４月 改正少年法施行（刑事処分年齢引下げ，原則逆送制度導入等）

13年６月 司法制度改革審議会意見書

13年12月 改正刑法施行（危険運転致死傷罪導入）

14年４月 配偶者暴力防止法全面施行

15年７月 心神喪失者等医療観察法成立（17年７月全面施行）

15年12月 行刑改革会議提言

16年５月 刑事訴訟法等の一部を改正する法律成立（公判前整理手続制度，被

疑者国選弁護制度及び即決裁判制度導入等）

17年４月 犯罪被害者等基本法施行

17年５月 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律成立（18年５月施行）

17年11月 公判前整理手続制度スタート

18年４月 日本司法支援センター（法テラス）設立

18年６月 更生保護のあり方を考える有識者会議報告書

18年10月 被疑者国選弁護・即決裁判制度スタート

19年６月 刑事収容施設法全面施行

19年６月 更生保護法成立（20年６月全面施行）

20年12月 被害者参加制度スタート

21年５月 裁判員制度スタート

22年12月 少年矯正を考える有識者会議提言

23年３月 検察の在り方検討会議提言

26年６月 少年院法・少年鑑別所法成立（27年６月施行）

28年５月 刑事訴訟法等の一部を改正する法律成立（取調べの録音・録画制度，

合意制度等導入，令和元年６月全面施行）

28年６月 刑の一部執行猶予制度スタート

28年12月 再犯防止推進法成立・施行

29年７月 改正刑法施行（性犯罪規定の見直し）

平成元年

令和元年

年 表

15

暴力団対策法施行

麻薬特例法施行

児童買春・児童ポルノ禁止法施行

組織的犯罪処罰法施行

犯罪被害者保護二法成立（被害者等の意見陳述制度，ビデオリンク

方式等導入）（13年６月全面施行）

不正アクセス禁止法全面施行

ストーカー規制法施行

改正少年法施行（刑事処分可能年齢の引下げ,原則逆送制度導入等）

司法制度改革審議会意見書

改正刑法施行（危険運転致死傷罪導入）

配偶者暴力防止法全面施行

心神喪失者等医療観察法成立（17年７月全面施行）

行刑改革会議提言

刑事訴訟法等の一部を改正する法律成立（公判前整理手続制度，

被疑者国選弁護制度及び即決裁判制度導入等）

犯罪被害者等基本法施行

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律成立（18年５月施行）

公判前整理手続制度スタート

日本司法支援センター（法テラス）設立

更生保護のあり方を考える有識者会議報告書

被疑者国選弁護制度・即決裁判制度スタート

刑事収容施設法全面施行

更生保護法成立（20年６月全面施行）

被害者参加制度スタート

裁判員制度スタート

少年矯正を考える有識者会議提言

検察の在り方検討会議提言

少年院法・少年鑑別所法成立（27年６月施行）

刑事訴訟法等の一部を改正する法律成立（取調べの録音・録画制度，

合意制度等導入）（令和元年６月全面施行）

刑の一部執行猶予制度スタート

再犯防止推進法成立・施行

改正刑法施行（性犯罪規定の見直し）


